
【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 328,883 千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 2,368,451 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

障害福祉事業 755,387 560,722 0 0 56,116 138,549

高齢者福祉事業 20,257 862 0 48 5,577 13,770

児童福祉事業 692,999 495,676 0 16,095 52,242 128,986

母子福祉事業 20,960 11,554 0 0 2,712 6,694

生活扶助等事業 16,540 943 0 0 4,496 11,101

小計 1,506,143 1,069,757 0 16,143 121,143 299,100

国民健康保険事業特別会計（繰出金） 131,681 85,713 0 0 13,251 32,717

後期高齢者医療事業特別会計（繰出金） 261,832 32,707 0 0 66,049 163,076

介護保険事業特別会計（繰出金） 297,404 15,518 0 0 81,259 200,627

小計 690,917 133,938 0 0 160,559 396,420

母子衛生事業 51,864 2,950 0 2 14,100 34,812

疾病予防事業 90,488 3,297 0 0 25,134 62,057

健康増進事業 25,794 1,470 0 0 7,012 17,312

地域医療対策事業 3,245 0 0 0 935 2,310

小計 171,391 7,717 0 2 47,181 116,491

2,368,451 1,211,412 0 16,145 328,883 812,011

※1　令和３年度一般会計歳入歳出決算において、地方消費税交付金歳入総額637,746千円のうち社会保障財源化分は、328,883千円となりました。

※2　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費（令和３年度決算）

　平成26年4月1日以降に引き上げられた地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てることとさ
れました。令和3年度岐南町一般会計歳入歳出決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。

区分 事業名
令和３年度

決算額

財源内訳

特定財源 一般財源


